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序     文 
 

世界では、母親と子どもの健康、HIV／エイズ、結核、マラリアなどの感染症が大きな問題とな

り、国際社会をあげた対策が進められてきています。一方、特に開発途上国の貧困層に多く、政

治的コミットメントを含めて予防や治療の対策が進展しない疾病は「顧みられない熱帯病

（Neglected Tropical Diseases：NTDs）」とされ、世界保健機関（World Health Organization：WHO）

はハンセン病やシャーガス病も含めた17疾患を定めています。リーシュマニア症は、そのNTDsの

うちの1つであり、そのなかでも重症化することがあるカラ・アザール（内臓型リーシュマニア症）

は、世界で少なくとも50万人が新たに感染し、5万人以上が命を落としているとされています。 

バングラデシュ人民共和国（以下、「バ」国）でもその被害は大きく、毎年5万人が新たに感染

しているといわれていますが、必ずしも正確な状況はわかっていません。「バ」国政府は、カラ・

アザールの対策に努力をしていますが、感染を大きく削減するためには、既存の検査、治療方法

に改善の余地が大きいと考えられています。 

このような状況のなか、「バ」国の研究機関とわが国の研究機関が新しい知見を獲得するための

共同研究と研究機関の人材育成を通し、地球規模の課題への対応を行う「地球規模課題対応国際

科学技術協力」の枠組みで、「バ」国政府から、カラ・アザールの検査や治療方法の改善を行うこ

とへの協力要請がありました。具体的には「バ」国の国際下痢性疾病研究センター（International 

Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh：ICDDR,B）とわが国の東京大学が中心となって

共同研究を行い、同国政府が進めるカラ・アザール対策を強化することが期待されています。 

今回の詳細計画策定調査は、現地における具体的な協力内容の策定及び事前評価を行うために

実施し、本報告書は、同調査の協議内容と調査結果を取りまとめたものです。ここに、本調査に

ご協力を賜りました関係各位に対し、深甚なる謝意を表すとともに、プロジェクトの更なる発展

に向けて引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成23年4月 

 

独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 萱島 信子 
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事業事前評価表 
 

１．案件名 

国名：バングラデシュ人民共和国 

案件名：顧みられない熱帯病対策～特にカラ・アザールの診断体制の確立とベクター対策研究プ

ロジェクト 

 

２．協力概要 

（1）事業の目的 

リーシュマニア症はリーシュマニア原虫を病原体とし、吸血性昆虫であるサシチョウバエ

によって媒介される人獣共通感染症で、貧困等に起因するものの公衆衛生上の優先課題とし

て現れにくい「顧みられない熱帯病（Neglected Tropical Diseases：NTDs）」の1つである。世

界88カ国（うち開発途上国は72カ国）に広く分布しており、最も重症化する内臓型リーシュ

マニア症（別名カラ・アザール）は、バングラデシュ人民共和国（以下、「バ」国）、インド、

ネパールの貧困層が多く罹患しており、同3カ国で2億人の人々が感染の危険に晒されている。

「バ」国においては、65百万人が危険に晒され、年間5万人以上の新規発症患者がいると推定

されている1が、カラ・アザールは致死性が高い一方、現在の治療及び対処方法では根治が難

しい疾患であり、疾患の診断・治療・予防に関する対策が遅れている。こうした状況に対し、

「バ」国は世界保健機関（World Health Organization：WHO）とともに、2005年時点での罹患

率は人口1万人対25人であるところ、2015年までに郡レベルでカラ・アザールの罹患率を人口

1万人対1人未満に削減して制圧することを2005年に目標として掲げ、対策を進めている。 

本プロジェクトは、上記罹患率目標を達成するため、国際下痢性疾病研究センター

（International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh：ICDDR,B）及び保健家族福祉

省（Ministry of Health and Family Welfare：MoHFW）をカウンターパート（Counterpart：C/P）

として、カラ・アザール及びPKDL2対策に貢献するため、実装可能性の高い各種迅速診断法

の開発、疫学的・免疫学的・病理学的・寄生虫学的・生化学的解析によるカラ・アザール及

びPKDLの実態並びに機序の解明、ベクター（媒介昆虫）の同定・分布調査並びにリザーバー
3探索に関する研究を通じたベクター対策法の確立を目指す。また、これらの研究活動を通じ

て「バ」国研究機関の能力強化を実現する。 

 

（2）協力期間 

2011年5月から2016年4月までの5年間（予定） 

 

（3）協力総額（JICA側） 

4.6億円 

 

（4）協力相手先機関 

ICDDR,B 

MoHFW 

                                            
1 臨床症状を呈さない不顕性感染症例は発症例よりも多いと考えられており、また、報告感度も高くないことからも、実際の新規感

染はさらに多いと推察されている。さらに、死亡推計はあるものの、関係者が合意を持って示す確定的な数値はない。 
2 Post Kala-Azar Dermal Leishmaniasis：カラ・アザール治療後に発症する皮膚病変を主徴とする合併症（カラ・アザール後皮膚リーシ

ュマニア症）。 
3 病原体保有宿主（Reservoir）：WHOは「PKDL患者が浸淫地域における唯一のリザーバーである」との見解を示しているが、本プロ

ジェクトの研究では、PKDL患者以外の可能性の探求のため、家畜類などの他の種に対しての調査を実施する予定。 
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（5）国内協力機関 

東京大学医学部附属病院、東京大学大学院医学系研究科、東京大学大学院農学生命科学研

究科、愛知医科大学医学部 

 

（6）裨益対象者及び規模、等 

カラ・アザール及びPKDL対策にかかわる研究者 約20名 

-  ICDDR,B：20名 

- スルヤ・カンタ（Surya Kanta：SK）病院ほか協力保健施設の保健従事者 

 

３．協力の必要性・位置づけ 

（1）現状及び問題点 

上述のとおり、南アジア地域においては「バ」国をはじめとしてインド、ネパールがカラ・

アザールの流行地であり、約2億人がその脅威に晒されていると推定されている。特に本症は、

医療インフラが十分でない遠隔貧困地域での発生が多く、浸淫地域の疾患対策と貧困は密接

な関係があると考えられる。浸淫地域においては社会的に大きな問題となっているが、特定

の流行地域での発生や他の感染症との優先性の観点からも、カラ・アザールは診断ツールや

医薬品開発だけでなく、疫学や病因論的研究等の対策が大きく遅れており、WHOが定める

「NTDs」として認識されている。「バ」国においても、少なくとも年間5万例のカラ・アザー

ル新規発症者が存在すると考えられているが、予防対策は他国に比較して大きく遅れており、

また、早期診断の体制整備も不十分である。したがって、カラ・アザールは「バ」国の住民

の健康への脅威となっており、同時に、予防・診断・治療の不十分な「バ」国にあっては、

不完全な感染制御による労働生産性の低下が、社会・経済開発への重大な阻害要因の1つとし

て考えられる。 

現在、カラ・アザール診断には、rK39抗原に対する血清抗体検出を免疫診断法により行う

検査キットが広く用いられているが、「バ」国での使用には感度及び診断技術を更に向上させ

る必要があり、また、当該キットでは、感染早期や不顕性感染の診断、治療効果判定も不可

能である。早期治療には早期診断が必要であり、特に貧困と関連して地方部に多く発生させ

る本症においては、より高感度のポイント・オブ・ケア検査（Point-of-Care Testing：POCT)4の

実装が不可欠である。しかし、現在、「バ」国をはじめとする浸淫地域で実用的な迅速診断法

（遺伝子診断、バイオマーカー等）は確立されていない。確定診断についても、塗抹標本を

用いた診断には、脾臓、骨髄の侵襲的生検が必要であり、検鏡には検査技術者の熟練に時間

を要するため、より簡便な診断法が求められている。 

他方、カラ・アザールをはじめとするNTDsは、その対策のみならず病態解明にかかわる研

究においても、他の一般的な感染症に比較して大きく遅れている。効果的な感染制御を実践

するためには、病態そのものだけでなく、感染サイクル、ベクター・リザーバーの機構を明

らかにすることは、診断・治療・予防の向上に大きく資するものである。また、効果的な感

染制御には、診断・治療・予防といったヒトに対するアプローチに加え、ベクター対策を同

時に実施することが効果的である。カラ・アザールはサシチョウバエがベクターとなるが、

その生態を含めたベクター対策に関する研究も不十分である。 

以上のことから、「バ」国においてはNTDsとして対策が遅れているカラ・アザール対策の

ため、新規迅速診断法の開発、感染実態やメカニズムの解明、効果的なベクター対策法の開

                                            
4 広義のPOCTの概念は、診療・看護現場で医療スタッフが実施する簡易検査及び患者自身が在宅で実施する自己検査と定義さ

れる。実際の医療現場では、検査室で実施される検査以外の検査がPOCTに該当し、診療の現場で直ちに結果を得ることを主

眼とした簡易・迅速検査が主体となる。 
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発など、同国の国家目標（カラ・アザール罹患率：人口1万人対1人未満）の達成に資する研

究の実施が強く求められている。 

 

（2）相手国政府国家政策上の位置づけ 

「バ」国は熱帯病の浸淫地域であり、近年の気候変動に伴って新興・再興感染症による負

担が年々大きくなっている。このような潮流の下、カラ・アザールに関してもフィラリアや

土壌伝播寄生虫感染などの他のNTDsとともに、近年その対策の必要性が高まっている。2005

年には上述のとおり、インド、ネパールとともに2015年までのカラ・アザール制圧目標を掲

げているが、他の2国に比較して、その対策は大きく遅れている。 

このような状況に対し、「バ」国政府は「保健、栄養・人口セクタープログラム〔Health, 

Nutrition & Population Sector Programme 2003～2011（HNPSP）〕」の下、「感染症対策プログラ

ム〔Communicable Disease Control（CDC）Programme〕」において、2008年8月に寄生虫疾患の

予防、制御、撲滅のために国家戦略ガイドラインを策定している。カラ・アザール制圧につ

いては、CDCプログラムの6つの重点項目5の1つに位置づけられており、積極的な取り組みが

国家として開始された段階である。 

 

（3）他の援助機関の対応 

ICDDR,Bは政府から独立した国際研究機関であり、その研究運営は援助組織、大学機関な

どとICDDR,B研究者との共同研究における資金協力によって賄われている。研究活動にかか

わる情報には機密性があり、他の研究アプローチに関する詳細な情報（対象疾患や研究手法

等）は原則入手困難であるが、ICDDR,Bとの協議により、現在実施中のカラ・アザールを対

象とした国際共同研究は疫学研究及び治療薬の治験研究に限られ、本プロジェクトの研究ア

プローチとは重複しないことを確認している。 

現在入手可能な情報では、顧みられない病気のための新薬イニシアティブ（Drugs for 

Neglected Diseases initiative：DNDi）及びワンワールド・ヘルス研究所 （Institute for OneWorld 

Health：iOWH）がICDDR,Bの研究者とカラ・アザール治療における薬剤併用療法に関する臨

床試験をマイメンシン県において実施中で、さらにDNDiは、臨床試験実施に関連した人材育

成（特に治療に関連した分野）をSK病院に実施予定であるが、いずれも本プロジェクトの研

究内容とは重複しない。また、前述のDNDiはMoHFWに対し、SK病院へのカラ・アザール疾

患病棟及び検査室スペースの整備改修工事を資金的に支援している。本プロジェクトでは、

SK病院の検査施設をフィールド活動の拠点として使用することを視野に入れており、DNDi

とは今後も情報交換等を継続していく予定である。 

 ジョンズ・ホプキンス大学は、ICDDR,Bとマイメンシン県フルバリア地区で疫学的研究を

実施中であるが、本プロジェクトの課題の1つであるベクター対策がカラ・アザールの疫学に

影響を与える可能性が否定できないことから、プロジェクト期間中では同地区での活動に配

慮することとしている。 

国境なき医師団は、マイメンシン県フルバリア地区にてカラ・アザールの実地診療を支援

しているが、本プロジェクトの研究活動には影響しない。 

 

（4）わが国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ（プログラムにおける位置

づけ） 

わが国は、2000年からの「沖縄感染症対策イニシアティブ」、2005年からの「『保健と開発』
 

                                            
5 他の5つの重点項目は、マラリア及びベクター媒介性疾患、フィラリア、緊急準備即応、新興・再興感染症鳥インフルエンザ

の各プログラムである。 
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に関するイニシアティブ（HDI）」などにより、感染症対策を進めてきた。2008年7月のG8北

海道洞爺湖サミットにおいては、NTDs対策に対するわが国の今後の積極的なコミットメント

について言及している。また、2010年9月に発表された「国際保健政策2011～2015」において、

ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）の8つの目標のうちの目標6：感

染症対策に対する具体的支援策の1つとして「NTDsによる負担を軽減し、健康な生活を促進

するための取組を継続する」ことが言及されており、わが国の保健分野の政策に合致する。

わが国の対「バ」国国別援助計画においても、「経済成長」、「社会開発と人間の安全保障」、

「ガバナンスの改善」を支援の重点目標6と定めており、保健分野は「社会開発と人間の安全

保障」の重点分野の1つに位置づけられる。また、対「バ」国事業展開計画においては、「【援

助重点分野】社会開発と人間の安全保障」のなかで保健セクターの改善の開発課題のもと、

感染症対策プログラムに位置づけられる。 

  

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（1）協力の目標 

 【プロジェクト目標】 

日本側研究機関との共同研究を通じて、カラ・アザールやカラ・アザール治療後に発症する

皮膚病変を主徴とする合併症であるPKDLの疫学調査、迅速診断ツールの開発、媒介昆虫（サ

シチョウバエ）の研究に関するICDDR,Bの能力が向上する。 

 

 【プロジェクト目標の指標】 

1）本プロジェクトで開発した診断ツール及びベクター対策法の、「バングラデシュ カラ・

アザール対策国家ガイドライン・研修モジュール」改訂版収載に向けた関係機関による協

議が実施される。 

2）各研究課題につき2報以上の研究論文が、インパクトファクター1.0以上の論文審査のあ

る学術専門誌に掲載される。 

 

 【スーパーゴール】（日バ双方の目指す方向性として設定） 

「バ」国におけるカラ・アザール制圧のための政府プログラムが強化される。 

 

 【スーパーゴールの指標】 

特に設定しない。 

 

（2）成果（アウトプット）と活動 

 【成果1】 

カラ・アザール臨床症例や不顕性感染症例、PKDL症例に対する迅速かつ信頼性の高い診断

ツールが、バングラデシュにおける臨床検査室において実装可能な方法として導入される。 

 【活動1】 

1-1 カラ・アザール臨床症例や不顕性感染症例、PKDL症例に対する迅速かつ信頼性の高い

診断ツールを開発する。 

1-1-1 既存のLAMP法の試薬調整を簡略化し、カラ・アザールやPKDL症例のためのLAMP

法を用いた迅速遺伝子診断ツールを開発する。 

                                            
6 他の重点目標とそれぞれの重点分野は以下のとおりである。（1）経済成長：農業・農村開発、民間セクター開発、運輸、電力、

（2）社会開発と人間の安全保障：教育、保健、環境、防災対策、（3）ガバナンス：ガバナンス 
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1-1-2 「バ」国で分離されたL. donovani株の遺伝情報に基づき、カラ・アザール症例及び

不顕性感染例のための免疫クロマトグラフィー法を用いた迅速診断ツールを開発

する。 

1-1-3 血液・尿・組織サンプル中のアマスティゴート7に対する特異的抗体に基づき、蛍

光標識モノクローナル抗体法を用いた迅速診断ツールを開発する。 

1-1-4 前向きの予後調査8分析結果に基づき、疾患重症度及び治療薬誘発性有害事象（副作

用）のモニタリングに用いるバイオマーカーを用いた迅速診断ツールを開発する。

1-2 従来法である鏡検法やrK39ディップ・スティック試験に対して、本プロジェクトで開

発した迅速診断ツールが診断精度向上のための補助となりうるかどうかを「バ」国で

感度・特異度を比較することにより評価する。 

1-3 研究トライアルとして迅速診断ツールを協力ラボに導入し、実装可能性を評価する。

 【成果1の指標】 

1-1 プロジェクト期間終了までにプロジェクトで開発した診断ツールの実装可能性が、マ

イメンシンの協力保健施設での研究トライアルによって確認されている。 

1-2 プロジェクト期間終了までに、前向き予後調査結果に基づいた、免疫クロマトグラフ

ィーを用いた診断ツールの重症化症例判別のためのカットオフ値が決定される。 

 

 【成果2】 

疫学的・免疫学的・病理学的・寄生虫学的・生化学的解析により、「バ」国におけるカラ・

アザール及びPKDLの機序が明らかにされる。 

 【活動2】 

2-1 カラ・アザール、PKDL症例及び浸淫地域の住民（不顕性感染例）から、疫学的、免疫

学的、病理学的、寄生虫学的、生化学的解析のための血液、尿及び他の臨床サンプル

を採取する。 

2-2 プロジェクトの研究及び将来の研究に供するための検体並びに原虫株バンクを構築する。

2-3 追跡調査を実施しているカラ・アザール寛解症例から得られたサンプルを免疫学的、

病理学的に分析することにより、PKDL発症のメカニズムを明らかにする。 

2-4 疾患の危険因子を理解するために、カラ・アザール症例と不顕性感染例及びPKDL症例

について幾つかの対象地域で疫学的調査を実施する。 

 【成果2の指標】 

2-1 プロジェクト期間終了までに、PKDL発症のメカニズムに関する学術論文が、インパク

トファクター1.0以上の論文審査のある学術専門誌に2報以上掲載される。 

2-2 プロジェクト期間終了までに、調査地域におけるカラ・アザール及び不顕性感染、PKDL

の危険因子が明らかにされている。 

 

 【成果3】 

媒介昆虫の同定・分布調査及びリザーバー探索に関する研究を通じて、殺虫剤適応を含めた

ベクター対策法が確立される。 

 【活動3】 

3-1 サシチョウバエ及びサシチョウバエ中のプロマスティゴート9に対する迅速同定法を確

                                            
7 原虫の2つの形態学ステージのうち、哺乳動物細胞内のステージである無鞭毛体をアマスティゴート、媒介昆虫内におけるス

テージである鞭毛体をプロマスティゴートと呼ぶ。 
8 疾病の発症と当該疾病に関する想定される要因の因果関係を明らかにするため、特定の集団に対して当該要因及び疾病罹患率

等を追跡する調査。 
9 脚注7参照 
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立する。 

3-2 プロジェクトで開発した迅速同定法を用いてプロマスティゴートを同定することによ

り、リーシュマニア原虫を媒介するサシチョウバエ種を特定する。 

3-3 PKDL患者及び他のリザーバーとなる可能性のある動物（ペット、家畜など）の抗体価

測定と、それに引き続く寄生虫学的解析にて調査し、それらがリーシュマニア症のリ

ザーバーとなる可能性を明らかにする。 

3-4 効果的なベクター対策のために、サシチョウバエの生態（季節的消長、産卵場所など）

を明らかにする。 

3-5 さまざまな形態での殺虫物質使用を含む、ベクター対策のための実用的な方法を開発

する。 

3-6 プロジェクトで開発したベクター対策法に対し、前向きの研究トライアルを実施し、

実装可能性を検証する。 

 【成果3の指標】 

3-1 2012年までに、媒介昆虫の種が同定されている。 

3-2 2014年までにプロジェクトで開発したベクター対策法の実装可能性が、フィールドで

の研究トライアルによって確認されている。 

3-3 プロジェクト期間終了までに、カラ・アザールのリザーバー動物に関する学術論文が、

インパクトファクター1.0以上の論文審査のある学術専門誌に1報以上掲載される。 

 

 【成果4】 

カラ・アザールに関連する研究の実施体制が整備される。 

 【活動4】 

4-1 それぞれの研究課題における標準操作手順書（SOP10）を作成し、必要に応じて改訂す

る。 

4-2 研究グループ会議を招集し、研究進捗状況や業績、安全管理等について四半期ごとに

意見交換する。 

4-3 研究グループリーダーに対して研究者は四半期ごとに進捗報告を提出する。 

4-4 各研究課題に対しての年間計画書を作成する。 

4-5 プロジェクトで得られた新しい知見を周知するためのセミナーやワークショップを開

催する。 

 【成果4の指標】 

4-1 各研究課題のSOPが作成され、必要に応じた改訂が実施されている。 

4-2 研究グループ会議が四半期ごとに開催されている。 

4-3 研究者による四半期ごとの進捗報告が作成されている。 

4-4 研究実施のための年間計画書が共同で作成されている。 

 

（3）投入（インプット） 

1）日本側（総額4.6億円） 

  【専門家派遣】 

① チーフアドバイザー 

② 業務調整 

③ 各種診断法開発 

④ ベクター研究及びベクター対策 

                                            
10 SOP：Standard Operating Procedure 
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⑤ 疫学的調査 

⑥ その他、活動実施に必要な専門家 

  【供与機材】 

プロジェクト活動及び研究ラボ整備に必要な機材 

- クリーンベンチ、安全キャビネット 

- 微量高速冷却遠心機 

- 蛍光顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡 

- リアルタイムPCR装置、ELISAリーダー、DNAシークエンサー 

- 発電機 

- 車両 

- その他、必要な機材 

  【研修員受け入れ】 

① 各種診断法開発に関するトレーニング 

② 遺伝子学的研究に関するトレーニング 

③ ベクター対策に関するトレーニング 

  【その他】 

共同研究活動実施に必要な諸経費（ローカルコストとして） 

  

2）「バ」国側 

  【C/P配置】 

① プロジェクト・ダイレクター 

② プロジェクト・マネジャー 

③ プロジェクト・コマネジャー 

④  ICDDR,Bの研究者 

⑤ 協力保健施設の保健従事者 

  【C/P人件費】 

ICDDR,Bの研究者は原則的に他のプロジェクト供与資金から給与の支払いを受けており、

C/P人件費として総額を示すことは困難である。また、SK病院他、本プロジェクトに関係す

る保健人材の人件費についても、MoHFW等による給与支払いであり、算出は困難である。 

  【施設・土地手配】 

①  ICDDR,B内事務スペース 

②  SK病院内事務スペース（必要に応じて） 

③  ICDDR,B内研究スペース 

④ 協力保健施設内研究スペース（必要に応じて） 

⑤ 既存の研究機器類等  

  【その他】 

電気、固定電話、インターネット、燃料等の日常経費（ローカルコストとして） 

 

（4）外部要因（満たされるべき外部条件） 

 【前提条件】 

  C/Pがプロジェクト活動の実施に反対しない。 

 【成果達成への外部条件】 

  C/Pがプロジェクト活動に影響を及ぼすほど異動しない。 

 【プロジェクト目標への外部条件】 

  「バ」国側はプロジェクト活動実施に必要な支援を行う。 
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５．評価5項目による評価結果 

（1）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は、以下に示す理由から高いと判断される。 

・「バ」国は、WHOの支援のもとインド、ネパールとともに掲げた目標（2015年までに郡レ

ベルでカラ・アザールの罹患率を人口1万人対1人未満に削減）に向けた取り組みを開始

している。具体的な政策として、「バ」国政府はHNPSP 2003-2011の下、CDCプログラム

においてカラ・アザール制圧を6つの重点項目の1つに位置づけている11。したがって、2015

年までをプロジェクト期間とし、カラ・アザール対策に寄与する研究活動をする本プロ

ジェクトの実施は「バ」国感染症対策にかかわる政策との一致性も高く、本プロジェク

トをこの実施期間で行うことの意義は大きい。 

・「バ」国のカラ・アザール対策においては、早期診断及び治療が十分に進んでいない。特

に高度浸淫地域は地方部であり、簡易で正確な迅速診断法の開発のニーズは高いと考え

られている。早期の診断に加え、確定診断の精度向上や病状及び副作用モニタリングの

ための診断技術の開発も、カラ・アザール罹患者だけではなく実地診療に携わる医療従

事者のニーズに合致するものである。 

・開発した各種迅速診断法が社会で活用されるのは、「バ」国カラ・アザール対策国家ガイ

ドライン収載後となるが、フィールドでの研究活動を通して実地診療にかかわる保健人

材に対する診断トレーニングの実施も想定されており、直接的なカラ・アザール対策へ

の貢献も期待できる。 

・本プロジェクトでの研究結果は、国際的な学術誌に学術論文として公表することが予定

されており、新規性のある情報の発信は、「バ」国のみならず他国のカラ・アザールやPKDL

対策にも大きく貢献し、世界的なニーズにも対応するものである。 

・ICDDR,Bは「バ」国の感染症研究をリードする国際研究機関であり、所属する研究者や

ダッカ大学等からの学生等の若手研究者も所属する。このような科学技術の進展を将来

にわたって担う優秀な若手研究者の人材育成は、「バ」国だけでなく、国際研究機関とし

てインド、ネパールなどの周辺国の感染症研究を牽引する使命を帯びたICDDR,Bにおい

ても大きなニーズとなっている。 

 

（2）有効性 

以下に示す理由から、本プロジェクトは高い有効性が期待できる。 

・本プロジェクトでは成果としてカラ・アザール迅速診断法の開発を最優先課題とし、カ

ラ・アザール及びPKDLの病態の解明、ベクター対策に関する研究を実施するが、採取し

たサンプル類は保存され、本プロジェクトの研究を円滑にするのみならず、将来のより

発展した研究にも供されるようデザインされている。 

・カラ・アザール対策のみならず、感染症対策を効果的に実施するには予防・診断・治療

が一連の対策活動として取り組まれる必要がある。本プロジェクトでは、各研究成果は

他の研究推進にも有効に活用されるようデザインされている。 

・カラ・アザールの治療に関しては、DNDi等の国際機関がICDDR,Bの研究者と既存の薬剤

の併用療法や新規薬剤の開発を積極的に行っており、相互に補完的な関係を構築できる

見込みである。したがって、他の関係者とも協力しながら、「バ」国のカラ・アザール対

策の効果的な実施に向けて、一貫性のある、有効性の高いプロジェクト活動がデザイン

                                            
11 現在策定中の次期HNPSP（2011-）の草案においても、感染症対策プログラムの9つ（カラ・アザール以外では、デング熱、

鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ、ニパウイルス、マラリア、フィラリア、狂犬病、土壌伝播線虫）の重点項目の1

つとして位置づけられている。 
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 されている。 

・本プロジェクトで実施する研究内容は、これまでに日本側実施機関で一定の研究成果が

得られている基礎的な研究成果に基づいて、「バ」国での実装を視野に入れた更なる発展

的研究内容も多く含まれており、プロジェクト期間内に多くの成果が達成されることが

見込まれる。 

・プロジェクト目標及び成果達成のためには、共同研究を行う関係者が継続的にプロジェ

クト活動に参加することが極めて重要であり、これは外部条件として常に確認が必要な

事項である。特に実施機関であるICDDR,Bからは場所の提供、予算の確保等の投入が期

待されており、本プロジェクトの趣旨を理解したうえでの参画が必要とされる。 

 

（3）効率性 

以下に示す理由から、本プロジェクトの効率性はおおむね高いものと期待できる。 

・ICDDR,Bは本研究に必要な研究スペースを提供する。研究機器等に関しても、既存の機

器類を最大限活用して研究活動を実施することとしているため、ハード面の投入は最小

となるような配慮がなされている。 

・通常のICDDR,Bでの研究活動は、ICDDR,Bが得るプロジェクトベースの研究資金によっ

て賄われており、研究者の収入も供与資金内の間接経費によって賄われているが、

ICDDR,Bは当該経費の負担が生じる本プロジェクトのスキームを十分理解したうえで、

研究活動に高い意欲を示しており、C/P配置、研究施設、ローカルコストも含めて「バ」

国側からも適切な投入が期待できる。 

・現場レベルでの研究指導や研究進捗管理は数カ月単位で現地に滞在する日本人専門家が

行うが、その他の専門家は合同調整委員会、研究グループミーティング及び研究進捗状

況に応じて数週間単位で適時の短期ベースの派遣が計画されている。 

・研究成果の具体的な内容については、研究論文等での発表までは機密性が保たれる。し

かしながら、ICDDR,Bの研究者とカラ・アザール治療に関連した共同研究（臨床試験）

を実施しているDNDi等の他の支援機関とは、情報の機密性に配慮しつつお互いに有益で

適切な情報交換がなされる。 

・本プロジェクトでは、サンプル採取等のフィールド調査の実施サイトとして、MoHFW管

轄のSK病院（マイメンシン県にあるマイメンシン医科大学病院の感染症分院）を想定し

ている。現在、SK病院はDNDiの支援を受けて、カラ・アザール患者治療病棟（検査室ス

ペースを含む）整備改修工事を予定しているが、竣工は大きく遅延している。また、

MoHFWはSK病院敷地内にカラ・アザール診療のための検査室施設の建設を構想するが、

具体的な手続き等は開始されていない。ICDDR,Bはマイメンシンに数箇所協力関係を持

つ保健施設をもち、SK病院の改修が遅延してもフィールド調査に大きな影響はないが、

フィールド拠点を設置できなかった場合は、作業効率の低下及びSK病院に従事する保健

人材の診断技術トレーニング等にも影響が生じる可能性がある。 

 

（4）インパクト 

本プロジェクトの実施を通じて、以下に示すようなインパクトが想定または期待できる。

・本プロジェクトでは、「バ」国政府が進めるカラ・アザール制圧プログラム強化を念頭に

置き、日バ双方が本研究活動を行ううえで目指す方向としての共通認識との意味合いで

「スーパーゴール：「バ」国におけるカラ・アザール制圧のための政府プログラムが強化

される」を設定した。また、プロジェクト期間内では、成果の「バ」国での活用が進展

することを目指し、プロジェクトで開発する診断法やベクター対策方法がカラ・アザー

ル対策国家ガイドラインの改訂に供されることを指標として設定した。同ガイドライン
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 改訂にはMoHFWが責任機関となるが、本プロジェクトでも当初計画より同省のかかわり

合いを高めた形でのプロジェクト実施体制を構築している。したがって、本プロジェク

トを通じて迅速診断法やベクター対策にかかわる成果が得られれば、同ガイドライン収

載等を通じて「バ」国のカラ・アザール対策に大きな正のインパクトが期待できる。さ

らに、ICDDR,Bは国際研究センターであることからも、インドやネパールなどの周辺国

への裨益も期待できる。 

・本プロジェクトはICDDR,Bを拠点として実施されるが、フィールド拠点としてSK病院や

マイメンシン周辺の協力保健施設を巻き込んだ活動が想定されている。フィールド活動

の際には日本人専門家やICDDR,B研究者によって実際の診断法やベクター対策にかかわ

るオンザジョブ・トレーニング（On-the-Job Training：OJT）も視野に入れた活動を実施す

る予定であり、カラ・アザール浸淫地域に従事する保健人材の能力強化にも一定の貢献

が期待できる。 

・本プロジェクトで開発予定である迅速診断法の幾つかについては、その基本技術が他の

疾患に直接応用可能である。本プロジェクトではカラ・アザールにテーマを絞って共同

研究を実施するが、プロジェクトを通じてICDDR,Bの研究者の能力向上が図られれば、

他のNTDsだけでなく、広く感染性疾患の迅速診断法開発にも応用可能である。 

・「3．協力の必要性・位置づけ」の「（3）他の援助機関の対応」でも述べているが、本プ

ロジェクトではベクター対策などで小規模な研究トライアルを実施することが想定さ

れ、介入の程度や範囲、対象地域などによっては、他の研究プロジェクトの結果に影響

を与える可能性があるため、研究内容の機密性には配慮しつつ、他の関係各所とは適切

な情報共有を継続することが望ましい（同様に、他の研究プロジェクトの介入が、本プ

ロジェクトの研究結果にも影響を与える可能性がある）。 

・本プロジェクトは病原体や感染性の血液等を取り扱うため人体に対する負の影響が考慮

されるが、本件はプロジェクト活動内部で対応すべき問題であるため、負のインパクト

の可能性としては整理されない。なお、各研究課題については、必要に応じた倫理委員

会の承認及びプロジェクト開始初期のSOP作成による、適切な研究実施を担保している。

（5）自立発展性 

以下に示す理由から、本プロジェクトで得られる便益はプロジェクト期間終了後も継続さ

れることが見込まれる。 

・政策面：「バ」国はNTDs対策に対する積極的な取り組みを開始しており、2015年までの制

圧目標に向けてCDCプログラムの策定など政策的取り組みを開始している。しかしなが

ら、現状での取り組み結果から、カラ・アザール対策の重要性は、2015年以降も継続さ

れる公算が高い。本プロジェクトで得られる便益の実際の社会還元は2015年以降である

と予想されることからも、プロジェクト期間終了後にも本プロジェクトの便益が「バ」

国のカラ・アザール対策に大きく貢献するものと期待される。 

・財政面：ICDDR,Bの活動は、主として他の機関との共同研究プロジェクトベースの資金

供与による活動を原則的に実施12するため、新規の共同研究プロジェクトとして資金供与

を得られなければ、本プロジェクトの研究を発展的に継続することは困難が伴う。しか

しながら、上述のとおりカラ・アザール対策は「バ」国において政策的には重要視され

ており、一定の間接支援が得られることも期待できる。また、ICDDR,Bは他の機関と多

 くの共同研究プロジェクトの実績があり、本プロジェクトでさらに技術的な向上が得ら

                                            
12 本プロジェクトに対しては、ICDDR,Bほか関係機関はプロジェクト経費から給与等の支出が出来ないことを理解しており、

バ国でのカラ・アザール対策の重要性の理解の上で本プロジェクトへ参画するものとしている。 
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れれば、本件に関連する資金供与の取得も十分に考えられる。 

・技術面：「バ」国側研究代表者は、本プロジェクトの日本側研究機関である東京大学で学

位を取得しており、本プロジェクト終了後もICDDR,Bと日本側研究機関の技術協力関係

が良好に継続されることが見込まれる。ICDDR,B側の中心的研究者の多くは博士号保有

者であり、感染症研究の知識・経験は十分に備えているため、本プロジェクトを通じて

得られた技術を用いて多くの新しい研究が実施されることが期待できる。また、本プロ

ジェクトを通じて開発された迅速診断法などが臨床試験（日本では臨床性能試験）に進

んだ場合でも、ICDDR,Bは既に臨床試験の経験も豊富であり、本プロジェクトで得られ

る便益を社会実装につなげる技術的素地も十分に備えている。 

  

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（1）環境社会配慮 

1）カテゴリ分類：C 

2）その他 

本プロジェクトでは病原性の検体等を取り扱うため、基本的な実験操作については本プロ

ジェクトの日本人専門家や現地専門家の監督下で、バイオハザード対策に関する国際基準等

に沿って適切に実施されるように配慮する。 

 

（2）貧困削減促進 

カラ・アザール感染は患者の生活の質（Quality of Life：QOL）を著しく低下させ、特に労

働人口の場合は労働生産性の低下に直結し、貧困を助長する。感染の早期診断による重症化

の抑制及び効果的な感染予防が実施されれば、労働生産性の低下が抑制される。また、重症

化の抑制は、間接的ではあるが、治療に要する医療費軽減を通した医療財政への貢献も期待

できる。 

また、本事業の貧困削減に対する負のインパクトは想定されない。 

 

（3）ジェンダー 

特になし。 

  

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

「地球規模課題対応国際科学技術協力（Science and Technology Research Partnership for 

Sustainable Development：SATREPS)13」は平成20年度に新設され、わが国の科学技術力向上とと

もに、途上国側の研究能力向上を通した課題の解決を図ることを目的としている。ただし、活動

の主体は研究ベースであるという特殊性があり、過去の技術協力案件から得られた教訓で本案件

に対し直接応用できるものは限られている。 

しかしながら、研究・診断技術の向上と全国普及を目的としたインド国における「下痢症対策

プロジェクト（フェーズ2）」では、長期専門家の配置を最小限におさえ（調整員1名のみ）、主な

技術移転は、本プロジェクト同様、短期専門家の派遣を通じて行われた。その結果、プロジェク

ト全体の運営管理を行ううえで、相手国実施機関のいくつかの部門をまたがって実施する必要が

ある活動に関しては、その概念、フレームワークが十分協議・合意されぬままプロジェクトの終

盤を迎え、成果の最大化を阻害した結果になったと考察している。 

現時点での本プロジェクトの専門家派遣計画としては、常駐の業務調整員1名と数カ月単位の

                                            
13 JICAと独立行政法人科学技術振興機構（Japan Science and Technology Agency：JST）の共同で運営されている技術協力プロジ

ェクトであり、研究内容に関する評価についてはJSTにより行われる。 
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専門家数名の派遣が想定されているが、多岐にわたる研究内容に対応するためには、複数の専門

分野に分かれる他の短期専門家による対応となることが予想される。また、日本側の参画研究機

関としては東京大学医学部附属病院、同大学院医学系研究科、同大学院農学生命科学研究科、愛

知医科大学医学部の4つの組織が関係するため、関係各所との十分な調整の下、短期専門家の派

遣計画が策定されることが望ましい。 

 

８．今後の評価計画 

 中間レビュー 2013年11月頃 

 終了時評価 2015年12月頃 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 
 

１－１ 調査実施の経緯と目的 

（1）事業の経緯 

昨今、わが国の科学技術を活用した環境・エネルギー、防災及び感染症等をはじめとする地

球規模課題に関する国際協力の期待が高まるとともに、国内においても、総合科学技術会議「科

学技術外交の強化に向けて」（2007年4月）等を通じて、科学技術に係る外交の強化や政府開発

援助の科学技術協力における活用の必要性・重要性が高まってきた。かかる背景の下、外務省

と文部科学省は、平成20年度より、JICA及び独立行政法人科学技術振興機構（Japan Science 

Technology Agency：JST）との連携の下、わが国と開発途上国地域の研究機関が地球規模の課

題解決に資する国際共同研究を実施し、開発途上国自らの課題解決へ取り組む能力を強化する

「地球規模課題対応国際科学技術協力（Science and Technology Research Partnership for 

Sustainable Development：SATREPS）」を実施することとなった。SATREPSでは、日本と本邦の

研究機関による活動に対し、国内での研究支援はJSTが行い、開発途上国における支援はJICA

が行う構造となっている。 

本SATREPSに対し、バングラデシュ人民共和国（以下、「バ」国）政府からは、内臓型リー

シュマニア症（カラ・アザール）に対する簡易診断法及び確認検査法の実用化、媒介昆虫制御

（ベクター対策）方法の開発等を目指し、関連する研究者の研究技術向上・人材育成を目指す

「顧みられない熱帯病（Neglected Tropical Diseases：NTDs）に関する中核的研究センタープロ

ジェクト」が要請された。一方、本邦の研究代表者所属機関の東京大学からはJSTに対して感

染症対策分野への研究申請が行われた。「バ」国からの要請、本邦での研究申請を上記SATREPS

関連機関にて審査を行った結果、本プロジェクトの実施が検討されることとなった。 

 

（2）案件の背景 

リーシュマニア症はリーシュマニア原虫を病原体とし、吸血性昆虫であるサシチョウバエに

よって媒介される人獣共通感染症で、貧困等に起因するものの公衆衛生上の優先課題として現

れにくい「NTDs」の1つである。世界88カ国（うち開発途上国は72カ国）に広く分布しており、

最も重症化する内臓型リーシュマニア症（カラ・アザール）は少なくとも50万人が新たに感染

し、5万人以上が命を落としている。「バ」国、ブラジル、インド、ネパール及びスーダンだけ

で新規感染者の90％を占めている（「バ」国では5万人と推定）。カラ・アザールは致死性が高

い一方 、現在の治療法では根治が難しい疾患であり、疾患の診断・治療・予防に関する方策

が十分に開発されていない。 

「バ」国では世界保健機関（World Health Organization：WHO）とともに、2015年までに郡レ

ベルでカラ・アザールの罹患率を人口1万人当たり1人未満に削減し、制圧することを目標とし

て掲げた。しかし、直近の調査では人口1万人当たり25人の罹患率を記録しており、また治療

薬品質整備不足も相まって薬剤耐性株の出現も危惧されている。 

 

（3）調査目的 

今般の詳細計画策定調査では、「バ」国政府からの協力要請の背景・内容、「バ」国実施機関

の実施体制等を確認するとともに、先方政府、関係機関との協議を経て、協力内容・計画（プ
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ロジェクト・デザイン）案について合意を行うことを目的とする。 

 

１－２ 調査団の構成 

担当業務 氏名 所属 期間 

団長/総括 牛尾光宏 JICA人間開発部 技術審議役 8/1～13 

研究総括 野入英世 東京大学医学部附属病院 准教授 8/3～13 

ベクター･リザーバー対策 松本芳嗣 東京大学農学生命科学研究科 准教授 8/1～13 

薬剤耐性対策 北 潔 東京大学大学院医学系研究科 教授 8/3～12 

協力企画 平岡久和 JICA人間開発部保健第四課 職員 8/1～13 

評価分析 井上洋一 日本開発サービス調査部 主任調査員 8/1～13 

研究計画 

（オブザーバー） 
倉田 毅 JST 感染症分野研究主幹 8/6～12 

研究調整 

（オブザーバー） 
寺下大地 JST 地球規模課題国際協力室主査 8/6～13 

研究調整 

（オブザーバー） 
斉藤恵子 JST 地球規模課題国際協力室調査員 8/1～9 

 

１－３ 調査日程 

 2010年8月1日から13日までの13日間。概要は以下のとおり。 

 日付 曜日 行程 

1 8月1日 日 11：30 東京～17：40 シンガポール 

20：40 シンガポール～22：40 バングラデシュ（ダッカ） 

2 8月2日 月  8：30 JICA事務所協議 

14：00 財務省経済関係局（Economic Relation Division：ERD）協議 

16：00 保健家族福祉省（Ministry of Health and family Welfare：MoHFW）

保健サービス局 協議 

3 8月3日 火 10：00 国際下痢性疾病研究センター（International Centre for Diarrhoeal 

Disease Research, Bangladesh：ICDDR,B）協議 

12：00 MoHFW大臣官房協議 

14：30 ICDDR,B協議、視察 

4 8月4日 水 10：00 ICDDR,B協議 

15：00 ICDDR,B Deputy Executive Director表敬 

5 8月5日 木  7：00 ダッカ～マイメンシン移動 

10：30 マイメンシン医科大学病院表敬 

11：00 Surya Kanta（SK）病院視察・協議 

12：00 Community Based Medical College Hospital視察 

13：00 Trishal Upazila Health Complex視察・協議 

14：00 ICDDR,B使用Trishal事務所視察・協議 
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19：00 ダッカ着 

6 8月6日 金 資料整理・報告書作成、団内協議 

7 8月7日 土 資料整理・報告書作成、団内協議 

8 8月8日 日  9：30 ICDDR,Bとの協議議事録（Minutes of Meetings：M/M）協議 

9 8月9日 月 財務省（Ministry of Finance：MOF）、MoHFW、ICDDR,BにM/M最終案

提出 

10：30 顧みられない病気のための新薬イニシアティブ（Drugs for Neglected 

Diseases initiative：DNDi）協議 

10 8月10日 火 10：00 ICDDR,BとのM/M修正内容協議 

11 8月11日 水 10：00 ICDDR,BとのM/M修正内容協議 

12 8月12日 木  9：00 MoHFW計画局とのM/M内容協議 

14：00 JICAバングラデシュ事務所報告 

15：00 在バングラデシュ日本国大使館報告 

23：55 ダッカ～ 翌5：55 シンガポール 

13 8月13日 金  9：40 シンガポール～17：35 東京 

 

１－４ 主要面談者 

（1）MOF 

Ms. Nasreen Akhtar Chowdhury Deputy Secretary, Economic Relations Division 

 

（2）MoHFW 

Prof. Shar Monir Hossain Director General, Directorate General of Health Services 

Prof. Dr. Moazzem Hossain Director（Disease Control）& Line Director, CDC, Directorate of 

Health Services 

Dr. A.E.M. Mohiuddin Osmani Deputy Chief, Planning Wing 

Mr. Md. Saifur Rahman Assistant Chief, Planning Wing 

 

（3）ICDDR,B 

Dr. Abbas Bhuiya Deputy Executive Director 

Ms. Shamima Moin Controller, Budget and Costing, Finance Department 

Mr. Mohammed Shafiqul Karim Coordinator, Finance（GoB Compliance）, Finance Department, 

Executive Director’s Division 

Dr. Kazi M. Jamil Associate Scientist, Clinical Sciences Division 

Dr. Rashidul Haque Scientist & Head of Parasitology Laboratory, Laboratory 

Sciences Division 

Dr. Anowar Hossain Scientist and Head, Clinical Laboratory Services Division, 

Laboratory Sciences Division 

Dr. A.T.M.R.H. Bhuiyan（Toha） Medical Officer, Clinical Sciences Division, Consultant, Project 

Manager & Focal Person, Kala-Azar Bangladesh 
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（4）DNDi 

Ms. Sally Ellis Clinical Manager（Geneva） 

Dr. Bhawna Sharma Head, Regional Support Office（India） 

Ms. Fumiko Hirabayashi DNDi Representative, Japan 

 

（5）日本関係者 

日田 春光 在バングラデシュ日本大使館 公使参事官 

進藤 康治 在バングラデシュ日本大使館 一等書記官 

古田 成樹 JICAバングラデシュ事務所 次長 

牧本 小枝 JICAバングラデシュ事務所 次長 

石井 克美 JICAバングラデシュ事務所 企画調査員 

Ms Salma Aktar JICAバングラデシュ事務所 Program Officer 

 

１－５ 調査結果 

 １－５－１ 調査総括 

 （1）事業の枠組み 

SATREPSは、本邦と開発途上国の研究機関が共同研究を実施し、その研究成果を導きだす

とともに、開発途上国の研究機関の人材育成及び問題解決の促進を図るもの。 

本案件では、技術協力プロジェクトの枠組みで東京大学（その他日本側協力機関として愛

知医科大学等を含む）及びICDDR,Bが共同研究を実施し、JSTが東京大学等に対して研究費

の支援を行う。MoHFW、ICDDR,Bからは、本事業の枠組みについて十分な理解が得られた。 

 

 （2）プロジェクト・デザイン 

1）案件内容 

政府からの要請、本邦研究機関からの申請内容を精査し、カラ・アザール及びカラ・ア

ザール発症後に生じるカラ・アザール後皮膚リーシュマニア症（Post Kala-Azar Dermal 

Leishmaniasis：PKDL）に関し、政府が進めるカラ・アザール制圧プログラムの強化を念頭

に置き、以下の成果を実現する共同研究を通じた能力強化を図る。 

① 迅速かつ信頼性の高い検査ツールの開発 

② 免疫学、病理学等に基づく機序の解明 

③ 媒介昆虫対策法の確立 

2）協力地域 

主としてダッカのICDDR,Bを予定し、MoHFWからの要望により、将来的にSK病院（マイ

メンシン県にある、マイメンシン医科大学病院の感染症分院）と、より実践に近い研究活

動を行う可能性（参考：後述DNDiによるMoHFWへの協力）を残した。これは、SK病院は

現状では共同研究を実施するための検査室、人材配置がなされておらず、現時点で共同研

究の相手方とはなり得ないと判断したことによる。ただし、マイメンシン県は、「バ」国内

でもカラ・アザールの疾病による被害が非常に大きな地域であり、SK病院は、既存検査体

制の強化の研修など、ICDDR,Bとともに行う技術協力の対象と考えられる。 
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3）案件名称 

当初の要請名称は「Centre of Excellence for Neglected Tropical Diseases」であったが、本調

査団は、より的確に内容を示した名称である「Project for Research and Development of 

Prevention and Diagnosis for Neglected Tropical Diseases, especially Kala-Azar」を「バ」国側に

提案し、双方名称変更に必要な手続きを行うことを確認した。 

 

 （3）関係機関との協議概要 

1）MoHFW 

本案件は、要請のとおりICDDR,Bを中心とした研究活動となることから、政府の関与、

特にカラ・アザール制圧プログラムとの関係性、研究から実践への橋渡しについて、プロ

ジェクト内容への包含の検討が要望された。当該要望を踏まえ、本案件は政府の進めるプ

ログラムの強化を目指していることを明確化し、政府が計画するSK病院（政府としては、

当該病院を将来的にカラ・アザール研究センターとする希望がある）との関係性を念頭に

置いたプロジェクト・デザインとした。 

2）ICDDR,B 

活動計画、研究レベル、共同事業としての負担事項の理解及び負担可能性において、問

題ないことを確認した。本案件の中心的カウンターパート（Counterpart：C/P）となるDr. Kazi 

Jamilは、研究内容を十分に理解しているだけでなく、本邦研究代表者等を通じた本事業の

枠組みの理解並びにICDDR,B内及びMoHFWとの調整を調査前、調査期間中に十分に行って

いる。なお、Dr. Jamilは東京大学に留学経験（国費）を持ち、日本側研究機関との連携が十

分に保たれている。 

3）DNDi 

MoHFWに対してカラ・アザールの新規薬剤開発を通じた技術協力を実施中。本案件に関

係することとして、DNDiは、新規薬剤の臨床治験を目的として、SK病院にカラ・アザール

病棟及び検査室のスペースの改修（既存病棟の内装・設備のみ）を実施。当該病棟及び検

査室への機材及び人材配置はMoHFWの役割となっていることが同意書（agreement）にて双

方確認されている。ただし、MoHFWがいつまでに実施するかは明記されておらず、予断を

許さない状況。MoHFWは、DNDiからの協力も含め、SK病院を将来的にカラ・アザール研

究センターとする希望をもっている。 

 

 １－５－２ 調査概要 

詳細計画策定調査の現地調査期間中には、「バ」国側と細部の調整が残っていたため、先方と

のM/Mの署名・交換は行わなかった。現地調査を終えた後、JICAバングラデシュ事務所を通じ

てMoHFW及びICDDR,Bとの調整が行われた。最終的に2010年9月30日付で先方と署名・交換で

きたM/Mは付属資料1のとおり。 

M/Mに記載された特記事項に関しては、以下のとおり。 

 

 （1）プロジェクト名称の変更 

プロジェクト名称については、「バ」国政府から要請のあった案件名称が必ずしもプロジ

ェクト内容を示すものでなかったため、今回の協議において、協力の内容に照らし、プロジ
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ェクトの名称を以下のとおりとすることで合意した。なお、和文名称に関しても英文名称の

変更に従い、同様に変更を行った。 

 

【要請時名称】 

（英文名称）Project for Centre of Excellence for Neglected Tropical Diseases 

（和文名称）顧みられない熱帯病（NTDs）に関する中核的研究センタープロジェクト 

 

【変更名称】 

（英文名称）Project for Research and Development of Prevention and Diagnosis for Neglected 

Tropical Diseases, especially Kala-Azar 

（和文名称）顧みられない熱帯病対策～特にカラ・アザールの診断体制の確立とベクタ

ー対策研究プロジェクト 

 

【変更の主な理由】 

・NTDs全般を対象とした大がかりな中核的研究センターへの協力ではなく、NTDsの1

つであるカラ・アザールを切り口とした協力であることを明確にするため。 

・相手国実施機関の能力強化のために、カラ・アザールの診断及び予防技術を高める研

究開発がプロジェクト内容の主要な活動となり、当該アプローチを表現することが望

ましいため。 

 

 （2）プロジェクト実施体制 

本プロジェクトでは、共同研究の「バ」国側主体はICDDR,Bとなるため、プロジェクトの

実施責任者となるプロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネージャーは、ICDDR,B

が担うこととなった。また、各研究分野での日本側、「バ」国側体制をM/Mにて研究体制を

明確にし、各研究分野においては、定期的に研究グループ会議を設置し、研究の進捗と成果

の確認等を行うこととした。 

本プロジェクト成果は、将来的に政府の進めるカラ・アザール対策に貢献すべきものであ

ることが先方とも確認できたことから、プロジェクト年度計画の承認、活動進捗状況の確認

等を行う合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）に関しては、MoHFW計画局

が委員長を担うこととし、JICA、ICDDR,Bその他関係者が参加する体制とした。 

 

 （3）共同研究合意書（Collaborative Research Agreement：CRA） 

プロジェクトの実施にあたり、日本側と「バ」国側の研究機関とでCRAを締結することと

なっており、本プロジェクトにおいても、当該CRAの契約条項・締結機関・締結時期等を確

認した。双方研究代表機関である東京大学と ICDDR,Bの間で、討議議事録（Record of 

Discussions：R/D）署名・交換後に締結することを確認した。 

 （4）研究上の留意点 

【臨床試験の排除】 

本プロジェクトでは、医薬品・医療機器の開発・製造・販売を目的とする治験（Clinical 

Trial）、及び人体に侵襲を加えるまたはプライバシーを侵害する臨床試験については行わな
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いことを確認。さらに、本プロジェクトの研究機関がカラ・アザールに関連する活動を独

自に行った場合においても、JICAは一切の法的責任を免れることを確認した。 

 

【倫理審査】 

研究活動に関しては、必要に応じて、MoHFW保健サービス局のバングラデシュ医学研

究委員会（Bangladesh Medical Research Council：BMRC）、東京大学、ICDDR,Bの倫理審査

を経ることを確認した。 

 

【生物資源の国外持ち出し】 

研究で使用する検体の国外持ち出しについて、本プロジェクトでも研究機関間で物質移

動合意書（Material Transfer Agreement：MTA）を締結するなどして、国際的な合意を得て

おくことが必要であることを確認。 

 

【知的財産権の取り扱い】 

知的財産権は、研究機関間のCRAに定めるとおりとすることをM/Mに記載（本文Ⅱ-8-2）。 

・MoHFWからは、当該CRAの知的財産権に関する内容に関しては同省による同意が必

要としてきたことから、MoHFWとICDDR,Bの間で研究成果に関する知的財産権の取

り扱いについて調整することとなった。 
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第２章 プロジェクトの計画立案 
 

２－１ プロジェクトの概要 

 ２－１－１ プロジェクトの目標 

 【プロジェクト目標】 

日本側研究機関との共同研究を通じて、カラ・アザールやカラ・アザール治療後に発症する

皮膚病変を主徴とする合併症であるPKDLの疫学調査、迅速診断ツールの開発、媒介昆虫（サシ

チョウバエ）の研究に関するICDDR,Bの能力が向上する。 

 

 【プロジェクト目標の指標】 

1）本プロジェクトで開発した診断ツール及びベクター対策法の、「バングラデシュ カラ・

アザール対策国家ガイドライン・研修モジュール」改訂版収載に向けた関係機関による協議

が実施される。 

2）各研究課題につき2報以上の研究論文が、インパクトファクター1.0以上の論文審査のある

学術専門誌に掲載される。 

 

 【スーパーゴール（目指す方向性）】 

「バ」国におけるカラ・アザール制圧のための政府プログラムが強化される。 

SATREPSにおいては、国際共同研究による研究成果の将来的な社会還元の構想が含まれ立案

されているものの、研究成果の実用化やその地球規模課題解決への道筋等は通常の技術協力プ

ロジェクト以上に外部条件によるところが大きく、数年間という短期間で達成する目標を設定

することは困難である。しかしながら、本案件では、日本・「バ」国双方が目指すべき方向性と

してスーパーゴールを設定し、双方の考え方が一定の方向を示すように配慮した。なお、スー

パーゴールの指標は特に設定はしない。 

 

 ２－１－２ 成果と活動 

 【成果1】 

カラ・アザール臨床症例や不顕性感染症例、PKDL症例に対する迅速かつ信頼性の高い診断ツ

ールが、「バ」国における臨床検査室において実装可能な方法として導入される。 

 【活動1】 

1-1 カラ・アザール臨床症例や不顕性感染症例、PKDL症例に対する迅速かつ信頼性の高い診

断ツールを開発する。 

1-1-1 既存のLAMP法の試薬調整を簡略化し、 カラ・アザールやPKDL症例のためのLAMP

法を用いた迅速遺伝子診断ツールを開発する。 

1-1-2 「バ」国で分離されたL. donovani株の遺伝情報に基づき、カラ・アザール症例及び

不顕性感染例のための免疫クロマトグラフィー法を用いた迅速診断ツールを開発する。 

1-1-3 血液・尿・組織サンプル中のアマスティゴート1に対する特異的抗体に基づき、蛍光

                                                        
1 原虫の2つの形態学ステージのうち、哺乳動物細胞内のステージである無鞭毛体をアマスティゴート、媒介昆虫内におけるス

テージである鞭毛体をプロマスティゴートと呼ぶ。 
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標識モノクローナル抗体法を用いた迅速診断ツールを開発する。 

1-1-4 前向きの予後調査2分析結果に基づき、疾患重症度及び治療薬誘発性有害事象（副作

用）のモニタリングに用いるバイオマーカーを用いた迅速診断ツールを開発する。 

1-2 従来法である鏡検法やrK39ディップ・スティック試験に対して、本プロジェクトで開発

した迅速診断ツールが診断精度向上のための補助となり得るかどうかを「バ」国で感度・

特異度を比較することにより評価する。 

1-3 研究トライアルとして迅速診断ツールを協力ラボに導入し、実装可能性を評価する。 

 【成果1の指標】 

1-1 プロジェクト期間終了までにプロジェクトで開発した診断ツールの実装可能性が、マイ

メンシンの協力保健施設での研究トライアルによって確認されている。 

1-2 プロジェクト期間終了までに、前向き予後調査結果に基づいた、免疫クロマトグラフィ

ー法を用いた診断ツールの重症化症例判別のためのカットオフ値が決定される。 

 

 【成果2】 

疫学的・免疫学的・病理学的・寄生虫学的・生化学的解析により、「バ」国におけるカラ・ア

ザール及びPKDLの機序が明らかにされる。 

 【活動2】 

2-1 カラ・アザール、PKDL症例及び浸淫地域の住民（不顕性感染例）から、疫学的・免疫学

的・病理学的・寄生虫学的・生化学的解析のための血液、尿及び他の臨床サンプルを採

取する。 

2-2 プロジェクトの研究及び将来の研究に供するための検体並びに原虫株バンクを構築する。 

2-3 追跡調査を実施しているカラ・アザール寛解症例から得られたサンプルを免疫学的・病

理学的に分析することにより、PKDL発症のメカニズムを明らかにする。 

2-4 疾患の危険因子を理解するために、カラ・アザール症例と不顕性感染例及びPKDL症例に

ついて幾つかの対象地域で疫学的調査を実施する。 

 【成果2の指標】 

2-1 プロジェクト期間終了までに、PKDL発症のメカニズムに関する学術論文が、インパクト

ファクター1.0以上の論文審査のある学術専門誌に2報以上掲載される。 

2-2 プロジェクト期間終了までに、調査地域におけるカラ・アザール及び不顕性感染、PKDL

の危険因子が明らかにされている。 

 

 【成果3】 

媒介昆虫の同定・分布調査及びリザーバー探索に関する研究を通じて、殺虫剤適応を含めた

ベクター対策法が確立される。 

 【活動3】 

3-1 サシチョウバエ及びサシチョウバエ中のプロマスティゴート3に対する迅速同定法を確

立する。 

                                                        
2 疾病の発症と当該疾病に関する想定される要因の因果関係を明らかにするため、特定の集団に対して当該要因及び疾病罹患率

等を追跡する調査。 
3 脚注1参照。 
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3-2 プロジェクトで開発した迅速同定法を用いてプロマスティゴートを同定することにより、

リーシュマニア原虫を媒介するサシチョウバエ種を特定する。 

3-3 PKDL患者及び他のリザーバーとなる可能性のある動物（ペット、家畜など）の抗体価測

定と、それに引き続く寄生虫学的解析にて調査し、それらがリーシュマニア症のリザー

バーとなる可能性を明らかにする。 

3-4 効果的なベクター対策のために、サシチョウバエの生態（季節的消長、産卵場所など）

を明らかにする。 

3-5 さまざまな形態での殺虫物質使用を含む、ベクター対策のための実用的な方法を開発す

る。 

3-6 プロジェクトで開発したベクター対策法に対し、前向きの研究トライアルを実施し、実

装可能性を検証する。 

 【成果3の指標】 

3-1 2012年までに、媒介昆虫の種が同定されている。 

3-2 2014年までにプロジェクトで開発したベクター対策法の実装可能性が、フィールドでの

研究トライアルによって確認されている。 

3-3 プロジェクト期間終了までに、カラ・アザールのリザーバー動物に関する学術論文が、

インパクトファクター1.0以上の論文審査のある学術専門誌に1報以上掲載される。 

 

 【成果4】 

カラ・アザールに関連する研究の実施体制が整備される。 

 【活動4】 

4-1 それぞれの研究課題における標準操作手順書（Standard Operating Procedure：SOP）を作

成し、必要に応じて改訂する。 

4-2 研究グループ会議を招集し、研究進捗状況や業績、安全管理等について四半期ごとに意

見交換する。 

4-3 研究グループリーダーに対して研究者は四半期ごとに進捗報告を提出する。 

4-4 各研究課題に対しての年間計画書を作成する。 

4-5 プロジェクトで得られた新しい知見を周知するためのセミナーやワークショップを開催

する。 

 【成果4の指標】 

4-1 各研究課題のSOPが作成され、必要に応じた改訂が実施されている。 

4-2 研究グループ会議が四半期ごとに開催されている。 

4-3 研究者による四半期ごとの進捗報告が作成されている。 

4-4 研究実施のための年間計画書が共同で作成されている。 

 

 ２－１－３ 投入計画 

 （1）日本側 

  【専門家派遣】 

1）チーフアドバイザー 

2）業務調整 
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3）各種診断法開発 

4）ベクター研究及びベクター対策 

5）疫学的調査 

6）その他、活動実施に必要な専門家 

  【供与機材】 

プロジェクト活動及び研究ラボ整備に必要な機材 

- クリーンベンチ、安全キャビネット 

- 微量高速冷却遠心機 

- 蛍光顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡 

- リアルタイムPCR装置、ELISAリーダー、DNAシークエンサー 

- 発電機 

- 車両 

- その他、必要な機材 

  【研修員受け入れ】 

1）各種診断法開発に関するトレーニング 

2）遺伝子学的研究に関するトレーニング 

3）ベクター対策に関するトレーニング 

  【その他】 

共同研究活動実施に必要な諸経費（ローカルコストとして） 

 

（2）「バ」国側 

  【C/P配置】 

1）プロジェクト・ダイレクター 

2）プロジェクト・マネジャー 

3）プロジェクト・コマネジャー 

4）ICDDR,Bの研究者 

5）協力保健施設の保健従事者 

  【C/P人件費】 

ICDDR,Bの研究者、SK病院その他MoHFWの保健人材の人件費 

  【施設・土地手配】 

1）ICDDR,B内事務スペース 

2）SK病院内事務スペース（必要に応じて4） 

3）ICDDR,B内研究スペース 

4）協力保健施設内研究スペース（必要に応じて） 

5）既存の研究機器類等 

  【その他】 

電気、固定電話、インターネット、燃料等の日常経費（ローカルコストとして） 

                                                        
4 MoHFWから研究拠点として要望されたSK病院に関しては、現地調査時点では研究活動が行える状況ではなかった。SK病院

の人的体制・施設が整えば事務所の設置も検討され得るが、それまでは、ICDDR,Bが活用しているマイメンシン県トリシャ

ール（Trishal）の事務所が、検体処理を行うダッカとの中継地点とすることが検討される。 
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２－２ 研究活動内容 

 ２－２－１ 迅速かつ信頼性の高い検査ツールの開発 

検尿による各種バイオマーカーや抗体の検出及びLAMP法は、感染浸淫地域において最も簡単

に実施し得る方法として有用である。このことは、本プロジェクトの日本側研究機関代表者で

ある東京大学医学部附属病院の野入英世准教授を議長として2009年8月にNew DelhiでJSTが主催

した”Consultative Meeting on Elimination of Kala-azar from South Asia”では、大きな反響を呼んだ。

バイオマーカーの一種であるＬ型脂肪酸結合蛋白（Liver-type Fatty Acid Binding Protein：

L-FABP）は、薬剤抵抗性症例や新薬とのコンビネーション治療症例で、治療経過中の疾患活動

性のみならず副作用モニターにおいても期待され、早急に専門機関への受診を要する場合の指

標とすることができる。現在、欧米製薬企業を中心に、薬剤抵抗性症例やコンプライアンスを

考慮して、複数薬剤を用いた高用量・短期投与の臨床計画が模索されている。一方で、発展途

上国での副作用モニターは困難を極めるため、L-FABPディップ・スティックをはじめとする検

尿による疾患活動性のみならず、副作用モニターに対しても期待が高まっている。また、LAMP

法はPCR用特殊装置を要さず、PCR法より短時間かつ高感度で検査結果を得ることができる点で

感染浸淫地域に実装可能な技術として高い関心を集めている。本研究では、従来法による診断

に日本発の診断技術を組み合わせることでの現地の状況に即した診断精度向上を検証する。 

 

 ２－２－２ 免疫学、病理学等に基づく機序の解明 

「バ」国では、rK39抗原に対する血清抗体検出のため、免疫クロマトグラフィー（Kalazar Detect 

Dipstick, InBios）が広く用いられている。しかし、現在使用されているrK39抗原は南米由来のL. 

infantumの遺伝子情報をもとに作製されたリコンビナント抗原である。本法では、活動期のカ

ラ・アザールを診断するのが目的であるため、高いカットオフ値を設定している。このため、

このキットでは測定感度以下に該当して見逃される偽陰性が相当数あると想定され、また、不

顕性感染者は検出できない。本研究では「バ」国で分離したL. donovani分離株の遺伝子情報を基

にリコンビナント抗原を作製し、より精度の高い免疫クロマトグラフィー診断技術及び本症制

御のため必要な不顕性感染者の検出を可能とする技術を確立する。 

カラ・アザールの確定診断は、塗抹標本で病理組織学的に決定される。しかし、標本上でア

マスティゴートを発見するのは非常に根気のいる作業で、熟練した者でも通常1スライドの検鏡

に20～30分を要する。近年、本プロジェクトの研究グループである東京大学農学生命科学研究

科の松本芳嗣准教授グループが作製したアマスティゴートに対する蛍光標識モノクローナル抗

体を用いることで、この作業を5分以内に短縮することが可能である。そこで、本手法を日本発

の標準プロトコルのレベルとすべく、感染浸淫地域にトレーニング講習を行い普及させ、その

有用性を検証する。 

 

 ２－２－３ ベクター対策法の確立 

リーシュマニア症は節足動物媒介性感染症であり、ベクター（この場合はサシチョウバエ）

対策の成否が、本症制圧の明暗を分けるといっても過言ではない。具体的には、分子生物学的

手法の応用による1）「バ」国における真のベクター種の探索、2）ベクターとなるサシチョウバ

エの生態を明らかにし、特に季節的消長、産卵場所の特定を行う。また、3）有用な殺虫剤の探

索と4）殺虫剤適用法の探索を行う。ベクター対策は、通常複数の有害ベクターをコントロール
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できることも多く、本研究によって「バ」国におけるカラ・アザール浸淫地域の節足動物媒介

性感染症を複数減じることができる可能性も含まれている。 

リーシュマニア症は人獣共通感染症として知られるが、これまでインド亜大陸ではヒトとサ

シチョウバエの間で伝播サイクルが回っており、他のほ乳類は介在しないと考えられている。

そこで、PKDLの患者が浸淫地域におけるリザーバーとされ、PKDLの治療が行われている。本

プロジェクトの研究グループは、最新の知見から、「PKDLの患者が浸淫地域における唯一のリ

ザーバーである」とのWHOの見解に大きな疑問をもっている。本研究では「バ」国における1）

愛知医科大学の開発した検尿DATシステムなど血清疫学的手法を用いた動物〔特にイヌ、家畜

（ブタ、ウシ、水牛、etc）〕の抗体価の調査を行い、2）抗体価の高い動物について寄生虫学的

解析により感染の有無を明らかにし、陽性の場合は原虫の分離を試みる。また、3）PKDLの患

者について、原虫の検出を試み、真にリザーバーであるかを明らかにする。さらに4）疾患予防

のためには、リザーバーとなる保虫者・保虫動物が人口対比等でどの程度存在するかは重要で

ある。これは年ごと、場合によっては季節ごとに変化する可能性があるため、定点観測点を地

域ごとに決めてマップ化し、流行地の予測や感染制御の成否などの検討を行う。 
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第３章 プロジェクトの事前評価 
 

３－１ 妥当性 

 本プロジェクトの妥当性は、以下に示す理由から高いと判断される。 

・「バ」国は、WHOの支援の下インド、ネパールとともに掲げた目標（2015年までに郡レベルで

カラ・アザールの罹患率を人口1万人対1人未満に削減）に向けた取り組みを開始している。

具体的な政策として、「バ」国政府はHNPSP 2003-2011の下、感染症対策プログラムにおいて

カラ・アザール制圧を6つの重点項目の1つに位置づけている 。したがって、2015年までをプ

ロジェクト期間とし、カラ・アザール対策に寄与する研究活動をする本プロジェクトの実施

は「バ」国感染症対策に関わる政策との一致性も高く、本プロジェクトをこの実施期間で行

うことの意義は大きい。 

・「バ」国のカラ・アザール対策においては、早期診断及び治療が十分に進んでいない。特に高

度浸淫地域は地方部であり、簡易で正確な迅速診断法の開発のニーズは高いと考えられてい

る。早期の診断に加え、確定診断の精度向上や病状及び副作用モニタリングのための診断技

術の開発も、カラ・アザール罹患者だけではなく実地診療に携わる医療従事者のニーズに合

致するものである。 

・開発した各種迅速診断法が社会で活用されるのは、「バ」国カラ・アザール対策国家ガイドラ

イン収載後となるが、フィールドでの研究活動を通して実地診療にかかわる保健人材に対す

る診断トレーニングの実施も想定されており、直接的なカラ・アザール対策への貢献も期待

できる。 

・本プロジェクトでの研究結果は、国際的な学術誌に学術論文として公表することが予定され

ており、新規性のある情報の発信は、「バ」国のみならず他国のカラ・アザールやPKDL対策

にも大きく貢献し、世界的なニーズにも対応するものである。 

・ICDDR,Bは「バ」国の感染症研究をリードする国際研究機関であり、所属する研究者やダッ

カ大学等からの学生等の若手研究者も所属する。このような科学技術の進展を将来にわたっ

て担う優秀な若手研究者の人材育成は、「バ」国だけでなく、国際研究機関としてインド、ネ

パールなどの周辺国の感染症研究を牽引する使命を帯びたICDDR,Bにおいても大きなニーズ

となっている。 

 

３－２ 有効性 

 以下に示す理由から、本プロジェクトは高い有効性が期待できる。 

・本プロジェクトでは成果としてカラ・アザール迅速診断法の開発を最優先課題とし、カラ・

アザール及びPKDLの病態の解明、ベクター対策に関する研究を実施するが、採取したサンプ

ル類は保存され、本プロジェクトの研究を円滑にするのみならず、将来のより発展した研究

にも供されるようデザインされている。 

・カラ・アザール対策のみならず、感染症対策を効果的に実施するには、予防・診断・治療が

一連の対策活動として取り組まれる必要がある。本プロジェクトでは、各研究成果は他の研

究推進にも有効に活用されるようデザインされている。 

・カラ・アザールの治療に関しては、DNDi等の国際機関がICDDR,Bの研究者と既存の薬剤の併

用療法や新規薬剤の開発を積極的に行っており、相互に補完的な関係を構築できる見込みで
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ある。したがって、他の関係者とも協力しながら、「バ」国のカラ・アザール対策の効果的な

実施に向けて、一貫性のある、有効性の高いプロジェクト活動がデザインされている。 

・本プロジェクトで実施する研究内容は、これまでに日本側実施機関で一定の研究成果が得ら

れている基礎的な研究成果に基づいて、「バ」国での実装を視野に入れた更なる発展的研究内

容も多く含まれており、プロジェクト期間内に多くの成果が達成されることが見込まれる。 

・プロジェクト目標及び成果達成のためには、共同研究を行う関係者が継続的にプロジェクト

活動に参加することが極めて重要であり、これは外部条件として常に確認が必要な事項であ

る。特に実施機関であるICDDR,Bからは場所の提供、予算の確保等の投入が期待されており、

本プロジェクトの趣旨を理解したうえでの参画が必要とされる。 

 

３－３ 効率性 

 以下に示す理由から、本プロジェクトの効率性はおおむね高いものと期待できる。 

・ICDDR,Bは本研究に必要な研究スペースを提供する。研究機器等に関しても、既存の機器類

を最大限活用して研究活動を実施することとしているため、ハード面の投入は最小となるよ

うな配慮がなされている。 

・通常のICDDR,Bでの研究活動は、ICDDR,Bが得るプロジェクトベースの研究資金によって賄

われており、研究者の収入も供与資金内の間接経費によって賄われているが、ICDDR,Bは当

該経費の負担が生じる本プロジェクトのスキームを十分理解したうえで、研究活動に高い意

欲を示しており、C/P配置、研究施設、ローカルコストも含めて「バ」国側からも適切な投入

が期待できる。 

・現場レベルでの研究指導や研究進捗管理は数カ月単位で現地に滞在する日本人専門家が行う

が、その他の専門家はJCC、研究グループミーティング及び研究進捗状況に応じて数週間単位

で適時の短期ベースの派遣が計画されている。 

・研究成果の具体的な内容については、研究論文等での発表までは機密性が保たれる。しかし

ながら、ICDDR,Bの研究者とカラ・アザール治療に関連した共同研究（臨床試験）を実施し

ているDNDi等の他の支援機関とは、情報の機密性に配慮しつつお互いに有益な適切な情報交

換がなされる。 

・本プロジェクトでは、サンプル採取等のフィールド調査の実施サイトとして、MoHFWのSK

病院（マイメンシン県にあるマイメンシン医科大学病院の感染症分院）を想定している。現

在、SK病院はDNDiの支援を受けて、カラ・アザール患者治療病棟（検査室スペースを含む）

整備改修工事を予定しているが、竣工は大きく遅延している。また、MoHFWはSK病院敷地内

にカラ・アザール診療のための検査室施設の建設を構想するが、具体的な手続き等は開始さ

れていない。ICDDR,Bはマイメンシンに協力関係を有する保健施設を数箇所もち、SK病院の

改修が遅延してもフィールド調査に大きな影響はないが、フィールド拠点を設置できなかっ

た場合は、作業効率の低下及びSK病院に従事する保健人材の診断技術トレーニング等にも影

響が生じる可能性がある。 

 

３－４ インパクト 

 本プロジェクトの実施を通じて、以下に示すようなインパクトが想定または期待できる。 

・本プロジェクトでは、「バ」国政府が進めるカラ・アザール制圧プログラム強化を念頭に置き、
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日バ双方が本研究活動を行ううえで目指す方向としての共通認識との意味合いで「スーパー

ゴール：「バ」国におけるカラ・アザール制圧のための政府プログラムが強化される」を設定

した。また、プロジェクト期間内では、成果の「バ」国での活用が進展することを目指し、

プロジェクトで開発する診断法やベクター対策方法がカラ・アザール対策国家ガイドライン

の改訂に供されることを指標として設定した。同ガイドライン改訂にはMoHFWが責任機関と

なるが、本プロジェクトでも当初計画より同省のかかわり合いを高めた形でのプロジェクト

実施体制を構築している。したがって、本プロジェクトを通じて迅速診断法やベクター対策

にかかわる成果が得られれば、同ガイドライン収載等を通じて「バ」国のカラ・アザール対

策に大きな正のインパクトが期待できる。さらに、ICDDR,Bは国際研究センターであること

からも、インドやネパールなどの周辺国への裨益も期待できる。 

・本プロジェクトはICDDR,Bを拠点として実施されるが、フィールド拠点としてSK病院やマイ

メンシン周辺の協力保健施設を巻き込んだ活動が想定されている。フィールド活動の際には

日本人専門家やICDDR,B研究者によって実際の診断法やベクター対策にかかわるオンザジョ

ブ・トレーニング（On-the-Job Training：OJT）も視野に入れた活動を実施する予定であり、

カラ・アザール浸淫地域に従事する保健人材の能力強化にも一定の貢献が期待できる。 

・本プロジェクトで開発予定である迅速診断法の幾つかについては、その基本技術が他の疾患

に直接応用可能である。本プロジェクトではカラ・アザールにテーマを絞って共同研究を実

施するが、プロジェクトを通じてICDDR,Bの研究者の能力向上が図られれば、他のNTDsだけ

でなく、広く感染性疾患の迅速診断法開発にも応用可能である。 

・事業事前評価表の「3．協力の必要性・位置づけ」の「（3）他の援助機関の対応」でも述べて

いるが、本プロジェクトではベクター対策などで小規模な研究トライアルを実施することが

想定され、介入の程度や範囲、対象地域などによっては、他の研究プロジェクトの結果に影

響を与える可能性があるため、研究内容の機密性に配慮しつつ、他の関係各所とは適切な情

報共有を継続することが望ましい（同様に、他の研究プロジェクトの介入が、本プロジェク

トの研究結果にも影響を与える可能性がある）。 

・本プロジェクトは病原体や感染性の血液等を取り扱うため人体に対する負の影響が考慮され

るが、本件はプロジェクト活動内部で対応すべき問題であるため、負のインパクトの可能性

としては整理されない。なお、各研究課題については、必要に応じた倫理委員会の承認及び

プロジェクト開始初期のSOP作成による、適切な研究実施を担保している。 

 

３－５ 自立発展性 

 以下に示す理由から、本プロジェクトで得られる便益はプロジェクト期間終了後も継続される

ことが見込まれる。 

・政策面：「バ」国はNTDs対策に対する積極的な取り組みを開始しており、2015年までの制圧目

標に向けて感染症対策プログラムの策定など政策的取り組みを開始している。しかしながら、

現状での取り組み結果から、カラ・アザール対策の重要性は、2015年以降も継続される公算

が高い。本プロジェクトで得られる便益の実際の社会還元は2015年以降であると予想される

ことからも、プロジェクト期間終了後にも本プロジェクトの便益が「バ」国のカラ・アザー

ル対策に大きく貢献するものと期待される。 

・財政面：ICDDR,Bの活動は、主として他の機関との共同研究プロジェクトベースの資金供与
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による活動を原則的に実施するため、新規の共同研究プロジェクトとして資金供与を得られ

なければ、本プロジェクトの研究を発展的に継続することは困難が伴う。しかしながら、上

述のとおりカラ・アザール対策は「バ」国において政策的には重要視されており、一定の間

接支援が得られることも期待できる。また、ICDDR,Bは他の機関と多くの共同研究プロジェ

クトの実績があり、本プロジェクトで更に技術的な向上が得られれば、本件に関連する資金

供与の取得も十分に考えられる。 

・技術面：「バ」国側研究代表者は、本プロジェクトの日本側研究機関である東京大学で学位を

取得しており、本プロジェクト終了後もICDDR,Bと日本側研究機関の技術協力関係が良好に

継続されることが見込まれる。ICDDR,B側の中心的研究者の多くは博士号保有者であり、感

染症研究の知識・経験は十分に備えており、本プロジェクトを通じて得られた技術を用いて

多くの新しい研究が実施されることが期待できる。また、本プロジェクトを通じて開発され

た迅速診断法などが臨床試験（日本では臨床性能試験）に進んだ場合でも、ICDDR,Bは既に

臨床試験の経験も豊富であり、本プロジェクトで得られる便益を社会実装につなげる技術的

素地も十分に備えている。 
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第４章 実施協議の概要 
 

４－１ 背景・経緯 

 詳細計画策定調査に係るM/Mは、2010年9月30日に署名・交換されたが、プロジェクト実施まで

に双方準備を行う事項、詳細を検討する事項があったため、現地JICA事務所を通じてMoHFW及び

ICDDR,Bと協議を行った。その結果、日本側、「バ」国側双方で討議議事録（Record of Discussions：

R/D）内容が確認され、2011年3月14日付で署名・交換が行われた。また、合わせてプロジェクト

内容、研究体制、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）Version 0-1、

PO version 0等の詳細をM/Mにて確認を行った。 

 

４－２ 協議概要と結果 

 「バ」国側との協議の結果、当初R/D案から修正された主な事項は以下のとおり。 

 

（1）ICDDR,Bの取り組み 

R/Dでは、通常日本側と相手国政府の取り組みが記載されるが、本プロジェクト実施機関で

あるICDDR,Bは、「バ」国政府による法的根拠もある独立組織であり、「バ」国政府が関与でき

ない事項もあるため、日本側専門家に対する特権・免除など政府として行う取り組みの他は

ICDDR,Bも実施することとし、R/Dに明記することとなった。 

詳細はR/D中IV. Measures to be taken by International Centre for Diarrhoeal Disease Research, 

Bangladesh参照。 

 

（2）活動内容の修正 

成果4に関連する事項として、本プロジェクトで得られた知見を「バ」国のカラ・アザール

対策を強化するために使われることが重要であるという観点から、情報共有を目的とするセミ

ナーを開催することとなり、活動4-5として追加した。 

 

（3）初年度機材供与内容 

毎年の投入計画はJCCにて確認するが、具体的な投入計画が詳細計画策定調査現地調査にて

決定できなかった初年度機材供与計画に関しては、迅速な開始のために当初R/Dにて確認する

こととし、Annex IVとして添付した。 

 

（4）研究体制 

研究体制のうち、「バ」国側の大半はICDDR,Bの研究者であったが、一部の研究に関しては、

MoHFWのProf. Dr. Moazzem Hossainが担うことが想定されていた。しかしながら、Dr. Hossain

が2010年12月に引退をしたことから、MoHFWからの研究者については研究内容を踏まえ検討

することとなった。2011年3月14日署名のM/Mでは、Dr. Hossainが所属していた感染症対策課長

の職位を暫定的に記載している。 

 



付 属 資 料 

 

１．詳細計画策定調査協議議事録（M/M）2010年9月30日  

 

２．討議議事録（R/D）2011年3月14日  

 

３．協議議事録（M/M）2011年3月14日  
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